
1 

スタートアップ・エコシステム共創プログラム Q＆A 
作成日 2023.8.29 

更新日 2023.10.12 

 

【申請要件・方法等】 

1．拠点都市プラットフォーム・地域プラットフォーム 

Q1  主幹機関を複数設けることは可能か。 

A1  可能です。ただし、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）での入力や採択後の契約締結に

あたり留意点がありますので、複数の主幹機関による申請を希望する場合は応募前に JST へ必

ずご連絡ください。 

 

Q2 現在、拠点都市プラットフォームに参画していない機関が、本公募プログラムに参加し、支援

を受けるにはどうすればよいか。 

A2 拠点都市プラットフォームに参画して SU 創出共同機関となるか、地域プラットフォームを新

たに形成し、主幹機関もしくは SU 創出共同機関となることが必要です。なお、機関の所在地域

やその近隣に拠点都市プラットフォームがある場合は、そのプラットフォームへの参画を検討

してください。 

 

Q3  拠点都市プラットフォームの SU 創出共同機関になるためには、スタートアップ・エコシステ

ム形成支援の共同機関である必要があるか。また、スタートアップ・エコシステム拠点都市に所

属している必要があるか。（10/12 追記） 

A3 本公募プログラムにおける SU 創出共同機関は、スタートアップ・エコシステム形成支援の共

同機関である必要はありません。また、スタートアップ・エコシステム拠点都市へ所属せず、本

公募プログラムのプラットフォームへの参画が可能です。 

 

Q4 海外の大学が主幹機関や SU 創出共同機関となることは可能か。 

A4 海外の大学が主幹機関や SU 創出共同機関となることはできません。 

 

Q5  海外の大学が協力機関として参画することは可能か。 

A5  可能です。 

 

公募要領別添 
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Q6 一般財団法人、公益財団法人、社団法人が主幹機関や SU 創出共同機関となることは可能か。 

A6 可能です。 

 

Q7 地方独立行政法人が主幹機関や SU 創出共同機関となることは可能か。 

A7 地方独立行政法人のうち公立大学は主幹機関として申請可能です。他の地方独立行政法人は主

幹機関としての申請はできません。いずれについても、SU 創出共同機関としての申請は可能で

す。  

 

Q8 １つのプラットフォームに SU 創出共同機関として参加しながら、別のプラットフォームで協

力機関として参画することは可能か。 

A8 可能です。 

 

Q9  採択後に SU 創出共同機関や協力機関を新たに追加することは可能か。 

A9  可能です。本公募プログラムでは SU 創出共同機関の追加を積極的に進めてください。なお、

追加にあたっては JST の承認が必要です。 

 

Q10 申請書は直接持参して提出することは可能か。 

A10 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のみで受け付けます。直接持参いただいても一切受

け付けません。また、郵送や宅配便（バイク便含む）での提出も受け付けません。 

 

Q11 申請書の受領書はもらえるのか。 

A11 JST は受領書を発行しません。府省共通研究開発管理システム（e-Rad）にて申請する際、「受

付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっていれば JST に申請書を提出できた

ことが確認できます。 

 

Q12 申請書の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。 

A12 直接 JST にお越しいただくことはご遠慮ください。ご質問等については電子メールでお願い

します。 

 

2．スタートアップ創出プログラム 

Q13 プラットフォームに参画していない大学等の研究者が、プラットフォームで実施するスター
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トアップ創出プログラムに申請することは可能か。 

A13 申請はできません。研究者がプラットフォームにおいて実施するスタートアップ創出プログ

ラムに申請するためには、所属機関が主幹機関、または SU 創出共同機関として、本公募プログ

ラムが支援するプラットフォームに参画している必要があります。 

 

Q14 学生は、スタートアップ創出プログラムの研究開発課題の研究代表者となれるか。 

A14 修士課程、博士課程の学生は研究代表者となることが可能です。また、6 年制課程の学部等の

5 年生・6 年生のうち、研究室に配属されている学生は研究代表者となることが可能です。学部

生は研究代表者となれません。 

学生が研究代表者となる場合、研究開発費の上限が異なります。また、学生の卒業に関わら

ず、事業化に向けて継続的な体制構築及び事業化推進を担保できることが必要です（なお、研究

代表者の交代は原則として不可です）。あわせて、学生が研究代表者になる場合は、知的財産権

の取り決めに関する確認書の提出が必要となります。 

 

Q15 すでにスタートアップを設立した研究者は、研究開発課題の研究代表者となれるか。 

A15 すでに立ち上げたスタートアップのシーズとは異なるシーズを核とした新たなスタートアッ

プの創出を目指す場合は可能です。プラットフォームで実施する研究開発課題の選考において、

理由の妥当性を確認してください。なお、すでに起業したスタートアップ等への技術移転が目

的の場合、本公募プログラムの趣旨と異なることから、研究代表者となれません。 

 

Q16 スタートアップ創出プログラムの研究開発課題において複数の研究機関による共同研究を実

施することは可能か。 

A16 可能です。ただし、本公募プログラムの予算を共同研究機関で執行する必要がある場合、当該

共同研究機関は、本公募プログラムのいずれかのプラットフォームに参画している SU 創出共

同機関のうち、国公私立大学、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人

（国立研究開発法人を含む）、地方独立行政法人に限られます。 

共同研究実施の可否は、あらかじめプラットフォームにおけるスタートアップ創出プログラ

ムの方針の中で決定してください。複数の機関で共同研究を実施する場合、相手先の研究機関

において研究実施責任者（主たる共同研究者）を設定する必要があります（3 機関以上の共同研

究についても同様です）。 

特にプラットフォームをまたぐ共同研究を認める場合、事前に関係するプラットフォーム同
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士で合意することが条件となります。特に、共同研究の成果として創出される知的財産の取扱

いについては、スタートアップ創業時の障害とならないよう、関係者間で事前に十分な調整を

行ってください。また、主たる共同研究者が所属機関で執行する研究開発費は、研究代表者が所

属するプラットフォームの予算から支出することになります。 

例：プラットフォーム A の主幹機関 a に所属する研究代表者が、プラットフォーム B の SU

創出共同機関 b に所属する主たる共同研究者と共同研究を行い、a において 700 万円、

b において 300 万円の研究開発費を執行する場合、JST と a の間で 700 万円の契約、

JST と b の間で 300 万円の契約を行うことになりますが、プラットフォーム A の研究開

発費の予算から 1000 万円を支出することになります（プラットフォーム B の研究開発

費の予算から支出はしません）。予算の動きとしては、プラットフォーム A の全体予算を

300 万円減額し、プラットフォーム B の全体予算を 300 万円増額することになります。

この時、間接経費も併せて増減します。 

なお、複数の機関で共同研究を実施する場合は研究開発課題の決定時に JST まで連絡してく

ださい。 

 

Q17 研究開発課題における研究代表者のシーズは、特許出願前の技術でも良いか。 

A17 特許出願前の技術であっても、ステップ１、ステップ 2 とも申請可能です。ただし、スター

トアップ創出を目的とする本公募プログラムの主旨として、できるだけ早急な特許出願、権利

化を目指してください。なお、必ずしも特許出願を伴わない研究成果（ソフトウェア等）に基づ

く応募も可能です。 

 

Q18 研究開発課題で対象とするシーズとして、本公募プログラムの活動に参画しない出願人等が

含まれるシーズ（共同出願特許）を用いることは可能か。 

A18 可能ですが、事業化に妨げが無いことが前提です。事業化に対し共願人の確実な了解をとっ

ていること等、プラットフォームでの研究開発課題の選考において確認してください。 

 

Q19 民間企業から大学に転籍した研究者が、過去の自身の発明で当該企業が原権利を保有する特

許をもとに研究代表者として申請することは可能か。 

A19 大学が有するシーズではないことから、申請はできません。 

 

Ｑ20 研究開発課題の申請時に研究代表者が記載すべき項目として、その他の研究助成等に海外機
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関を含むとある。海外機関からの受入予定あるいは申請中の研究資金について、具体的に何を

記載すればよいか。 

Ａ20  研究開発課題の応募時点において、研究者が応募中及び受入予定の研究費を幅広く記入する

ことになりますので、競争的研究費、民間財団からの助成金、企業からの受託研究費や共同研究

費など、外国から受け入れるすべての研究資金について記入するようにしてください。 

 

Q21  研究開発課題の研究代表者が同じシーズを用いて、他の公募へ申請することは可能か。 

A21 可能ですが、プラットフォームでの選考の際には「4.2  不合理な重複・過度の集中に対する

措置」等をふまえ、不合理な重複や過度の集中がないことを確認してください。 

また、本基金事業および大学発新産業創出プログラム（START）内における研究代表者の重

複応募制限がありますので、事前に「2.1.5  留意事項」における「研究代表者の重複応募の制

限」を確認してください。 

 

Q22 同一の研究開発課題を、同一ステップのスタートアップ創出プログラムで複数回採択し支援

を行うことは可能か。 

A22 同一研究開発課題を同一ステップで採択し、実施することはできません。ただし、同一のシー

ズに基づく、異なる研究開発課題（例えば、対象とする用途・市場が異なる等）であれば、同一

ステップでの実施が可能です。 

 

Q23 START のスタートアップ・エコシステム形成支援のギャップファンドプログラムで支援を行

った研究開発課題を、再度本公募プログラムのスタートアップ創出プログラムで採択し支援を

行うことは可能か。 

A23 可能です。スタートアップ創出プログラムの実施方針に沿って適切に採択、支援してくださ

い。 

 

Q24 研究開発課題の達成目標やマイルストンの設定にあたり、公募要領に記載されている項目を

全て記載しないといけないのか。 

A24 公募要領「1.1.5 本基金事業の特徴」に記載されている各ステップの終了時点で達成されて

いるべき達成目標例は目安となります。設定にあたっては各課題や分野の特性を踏まえつつ、

柔軟かつ適切にご検討ください。 
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【本支援による活動等について】 

Q25 SU 創出共同機関が必ず実施すべき項目は何か。「スタートアップ創出プログラムの構築・運

営」のみ、あるいは「スタートアップ・エコシステムの構築に向けた環境整備」のみを実施する

ことは可能か。 

A25 SU 創出共同機関は、「スタートアップ・エコシステムの構築に向けた環境整備」を実施する

ことが必須となります。「スタートアップ創出プログラムの構築・運営」のみを実施することは

できません。また、国公私立大学、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法

人（国立研究開発法人を含む）、地方独立行政法人は、起業に向けたルール・規程等を整備する

ことも要件となります。 

 

Q26 協力機関として参画する際、実施項目に条件はあるか。 

A26 条件はありません。 

 

Q27 スタートアップ創出プログラムにおいて、社会的な課題を解決するような案件を実施するこ

とは可能か。 

A27 大学等発の研究成果等を活用するものであれば、可能です。例えば、大学等の研究成果として

創出された AI 技術や、人文・社会科学の研究成果等を活用し、社会課題の解決を目指す案件等

も対象となります。 

 

Q28 創出を目指すスタートアップは国内で起業せず、直接海外で起業することを目指しても良い

か。 

A28 事業構想上、合理的な理由があれば当初から海外での起業を目指すことも可能です。本基金

事業の目指す姿として掲げる大学等発スタートアップの継続的な創出を支えるエコシステムの

構築のため、プラットフォームおよび大学等への還元を十分配慮の上、起業を目指してくださ

い。 

 

Q29 研究開発課題の実施中に発明した特許の帰属はどうなるか。 

A29 産業技術力強化法第 17 条（日本版バイ・ドール条項）に掲げられた事項を研究機関が遵守す

ること等を条件として、研究機関に帰属します。 
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Q30 ステップ２の研究開発課題において、事業化推進機関との意見が一致しないため大学等の研

究代表者だけで課題を継続することは可能か。 

A30 継続できません。ステップ２の研究開発課題においては、事業化推進機関のプロジェクトマ

ネジメントのもとで一体的に研究開発課題を推進することが不可欠です。 

 

Q31 ステップ２の研究開発課題において、事業化推進機関の事業開発が満足な水準ではないため、

大学等の研究代表者が事業開発を行うことは可能か。 

A31  ステップ２の研究開発課題においては、事業開発は事業化推進機関の役割となっており、研

究代表者本人が単独で事業開発を実施することは認められません。事業化推進機関との協議に

よって解決を図ってください。なお、トラブルを未然に防ぐため、事業化マイルストンおよび研

究開発マイルストンを明確に設定し、研究開発課題のメンバー同士で各項目の進捗を可視化、共

有化することを推奨します。 

 

Q32 事業化推進機関は、育成したスタートアップに対する投資の責任を負うか。 

A32 投資をしなければいけないという責任はありません。ただし、設立したスタートアップへ民

間資金を呼び込むことは本公募プログラムの重要な目的の一つであり、事業化推進機関自らも

含めた民間投資の呼び込みを積極的に行ってください。 

 

Q33 事業化推進機関は、育成したスタートアップへの投資比率が制限されているのか。 

A33 特に制限はありません。ただし、他の機関の投資機会の担保（投資機会の公平性の担保）や、

株式出資をする場合に株価等の交渉において一方的な条件を強制しない旨等を含め、事業化推

進機関と大学等の間で何らかの覚書・協定書等を締結することを推奨します。覚書の様式につい

ては、プラットフォーム全体で共通様式とするよう、START のウェブページ掲載の例を参考に

検討してください。 

https://www.jst.go.jp/start/jimu/file/oboegaki̲sankou.pdf 

 

Q34 研究開発課題の研究代表者が支援期間中に起業した場合、支援終了となるのか。 

A34 支援を終了せず、継続することが可能です。本公募プログラムの主旨から、スタートアップ成

長のために充分な民間資金の調達が支援終了の要件となることを想定しています。ただし、起

業後も支援が必要か否かは、プラットフォーム内の 創出プログラムの運営方針、及び審査委

員会において適切に判断してください。必要に応じて に問い合わせてください。 
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【経費全般】 

Q35  研究開発費とプログラム推進費の比率は自由に設定できるのか。 

A35 研究開発費とプログラム推進費の比率に制限はありません。 

 

Q36 予算について、SU 創出共同機関に対しての割り振りの割合の制限はあるか。 

A36 SU 創出共同機関に対しての割り振りの割合の制限はありません。実施にあたり適切な資金配

分を行ってください。 

 

Q37 本公募プログラムの遂行に係る経費を、採択されたプラットフォームに参画している機関以

外が執行することは可能か。 

A37 プラットフォームに参画している機関以外の執行はできません。プラットフォームに参画し、

JST と契約を締結している主幹機関・SU 創出共同機関のみ執行が可能です。 

 

Q38 「協力機関と JST は直接の契約による資金提供は行いません」とあるが、主幹機関又は SU

創出共同機関からの外注費を海外の大学も含め、協力機関に支払うことは可能か。 

A38 協力機関（海外の大学も含む）であるかどうかに関わらず、外注費として認められる範囲であ

れば、主幹機関又は SU 創出共同機関から支払うことが可能です。なお、外注費として認められ

るのは「研究開発要素を含まず、役務仕様が予め決まっており、作業のみを外注する請負契約」

に係る費用のみです。 

 

Q39 間接経費は措置されるか。 

A39 原則 、直接経費の 30％を間接経費として措置します。 

 

Q40 「間接経費」とはどのようなものが該当するか。 

A40 間接経費は「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針（令和 5 年 5 月 31 日改正 競

争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）」に則り、執行することが求められます。証拠

書類の整備や期間等も含めて、具体的な使途は以下の URL にて最新の事務処理説明書等をご参

照ください。 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 
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Q41 特許経費を直接経費から支出できるか。 

A41 本公募プログラムにおいては、大学等を対象として、一定の要件を満たすことを条件として、

特許関連経費を直接経費から支出することが可能です。なお、条件を満たしていない場合でも

間接経費から支出することが可能です。要件等の詳細は「3.3.2  特許関連経費の直接経費から

の支出について」をご参照ください。 

 

Q42 本公募プログラムの直接経費で雇用する人員が、本公募プログラム以外の業務を行うことは

できるか。また、裁量労働制を適用することはできるか。 

A42 勤務時間の管理については、機関が定める規則等に従うものとしておりますので、機関の規

則等に沿っていることが前提となります。勤務時間の一部を本公募プログラムの業務に充てる

勤務形態（兼業者）の場合、従事日誌等により従事日または従事時間を区分し、本公募プログラ

ムに該当する部分の人件費を計上してください。（各種手当て・社会保険料等も適切に按分し計

上すること。）なお、裁量労働制を適用している場合には、エフォート率による按分計上が可能

です。 

 

Q43 企業等が経費を使用するにあたって、注意すべき点はあるか。 

A43  企業等が経費を使用するにあたっては、締結する委託研究契約書及び事務処理説明書、実施

機関が定める規定に従う必要があります。また、経費は税金を原資とする公的資金であること

を鑑み、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければ

なりません。また、経費の使用に際しては、以下の事項に留意してください。 

・公的資金の経理処理は、会計年度、流用制限などの区分管理、当該事業とその他の事業との区

分管理など、通常の民間企業における商取引や商慣習とは異なります。 

・業務日誌等の帳票類の整備、取得財産の管理方法など通常の経理処理とは違った業務管理、

経理処理等が必要になります。活動経費の精算等の当日になって資料がないということにな

らないよう、十分注意してください。 

 

Q44 企業等が、取得価額 50 万円以上かつ使用可能期間が 1 年を超える物品を取得した場合は支

援終了後に買い受ける必要があるのか。（10/12 修正） 

A44  本公募プログラムにおいて、企業等が取得価額 50 万円以上かつ使用可能期間が 1 年を超え

る物品を取得することは想定しておりませんが、取得物品および提供物品のうち JST 帰属の有

形固定資産については、引き続き本研究発展の目的に使用されることを前提に、研究期間終了



10 

後遅滞なく JST から買い取りいただきます。また、事業化推進機関の活動経費として、設備備

品費（耐用年数１年以上かつ取得価額１０万円以上の備品）や試作品を計上することは想定し

ていません。 

 

Q45 経営者候補人材の人件費を支出することはできるか。 

A45 大学等の規定に従い、人件費または謝金として支出することが可能です。なお、個別の研究開

発課題に紐づく経営者候補人材の人件費については、原則として研究開発費からの支出となり

ます。詳細は「3.3.研究開発費とプログラム推進費」を参照してください。 

 

Q46 本公募プログラムとして出席を求める説明会や進捗評価等、JST との打ち合わせ・会議等へ

の旅費は支出できるか。 

A46 進捗の評価や説明会出席等、本公募プログラムの活動と直接関係があれば支出可能です。 

 

Q47 自機関の施設等の使用料は直接経費として支出できるか。 

A47 本公募プログラムに直接必要であり、専ら使用される研究実施場所については、借上経費の

計上が可能です。ただし、その使用料の算出にあたっては、利用規則等の規程に従う等、算出根

拠を合理的に説明し得る方法により行ってください。借上経費の計上を行う場合には、経費の

算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な研究機関においては、収支

簿に添付して提出してください（様式任意）。 

 

Q48 複数年度に渡る物品のリース・レンタル契約を結ぶことはできるか。 

A48 可能ですが、次年度の支援が中止となる可能性もありますので、複数年度契約を行う際は注

意してください。なお、支援が終了した場合、複数年度のリース契約解除処理は、費用負担も含

め機関側の負担となります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（以下、10/12 追記） 

【申請要件・方法等】 

１．拠点都市プラットフォーム・地域プラットフォーム 

Q49 申請様式 1-1 において、「プログラム代表者等の経歴」の「等」とは、総括責任者とプログラ

ム代表者の経歴を書くのか。 

A49 プログラム代表者の経歴のみ記載をお願いします。 

 

Q50 公募要項 P28 に「地域 PF からの連携提案を積極的に受け入れ、協議の上で連携関係を申請

時に明示する。」との記載があるが、地域 PF の構築状況が不明な状況で、どのように協議をす

ればよいか。 

A50 地域 PF には、拠点都市 PF のいずれかと協議の上で連携関係を構築することが必要になりま

すので、地域 PF からの連携の提案がありましたら、積極的に協議をお願いします。地域 PF か

ら連携提案がない場合は、申請段階においては、特段ご対応いただく必要はありません。 

 

2．SU 創出プログラム 

Q51 ステップ 1 への募集を促すことも意図した研究者向けイベントなど、ステップ 1 以前の段階

の起業活動支援プログラムに独自に取り組むことはできるか。また、その場合、本公募プログ

ラムでの予算に計上することは可能か。 

A51 SU 創出プログラムの構築・運営に直接関連した活動（この質問の場合、SU 創出プログラム

の募集に向けた活動）として明確に説明できるのであれば、プログラム推進費としての予算申

請は可能です。 

 

Q52 起業直後の研究者が SU 創出プログラムに申請することは可能か。 

A52 起業後の研究者は、すでに起業の基となった一連のシーズによって SU 創出プログラムへ申

請することはできません。一方で、当該研究者の起業の基となったシーズとは異なるシーズに

より、新たな起業を目指す場合は、申請可能です。ただしその場合は、PF の委員会で課題実施

の必要性を十分に審査してください。 

 

Q53 公募要領 P11、個別公募説明資料 P9 における「起業後の支援継続」に関して、SU 創出プロ

グラムを通じて創出した SU への支援を行いたい場合、本公募プログラムの当初の申請予算の
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積算に含める必要があるか。またその際、どのように申請したらよいか。 

A53 今回の公募の当初予算の積算には含めないでください。SU への支援については、PF の採択

後、詳細が決まり次第、別途ご案内する予定です。 

 

Q54 学生（修士・博士課程）に対し、ステップ 1、ステップ 2 で支出可能な金額はいくらになる

のか。 

A54 支出可能な金額は、年単位での上限ではなく、最長 4 年間（ステップ 1、ステップ 2 の通算

期間合計）で上限 500 万円（PF の委員会において必要性が認められている場合は 1000 万円）

となります。場合分けは、以下の通りとなります。 

 

・当該学生がステップ 1 のみで実施する場合の上限金額 

 PF の委員会において 1,000 万

円の必要性が認められない 

PF の委員会において 1,000

万円の必要性が認められる 

JST によりステップ 1 の 

特別枠が認められていない 
500 万円 500 万円 

JST によりステップ 1 の 

特別枠が認められている 
500 万円 1,000 万円 

 

・当該学生がステップ 2 のみで実施する場合の上限金額 

PF の委員会において 1,000 万

円の必要性が認められない 

PF の委員会において 1,000

万円の必要性が認められる 

500 万円 1,000 万円 

 

・当該学生がステップ 1 とステップ 2 を実施する場合の上限金額 

（ステップ 1,ステップ 2 の支援期間通算の上限金額） 

PF の委員会において 1,000 万

円の必要性が認められない 

PF の委員会において 1,000

万円の必要性が認められる 

500 万円 1,000 万円（※） 

※ただし、ステップ１においては、上記「当該学生がステップ 1 のみで実施する場合の上

限金額」の考え方が優先されます。「PF の委員会において 1,000 万円の必要性が認められ

る」場合でも、「JST によりステップ 1 の特別枠が認められていない」場合のステップ 1 の
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上限は 500 万円となります。 

 

Q55 博士課程３年の学生が翌年度に当該大学の助教等に就職する場合に、ステップ１・２を複数

年かけて取り組む場合の支援金額総額はどのようになるか。 

A55 ステップ 1 は学生であるため上限 500 万円（JST によりステップ 1 の特別枠が認められてお

り、PF の委員会において 1,000 万円の必要性が認められる場合は 1,000 万円）、ステップ 2

は学生ではなく助教等であるため、上限 6,000 万円（JST によりステップ 2 の特別枠が認め

られている場合は 1 億円）となります。 

 

Q56 SU 創出プログラムの審査における利益相反マネジメント（公募要領 P34～）の中で、「ｃ. 申

請者等と同一の大学等の研究機関に所属している、本事業の運営に関わる者（計画書の参加者

リストに氏名の記載がある者）、及び産学連携部門の者」は審査に加われないとあるが、例え

ば、主幹機関の産学連携部門の者が審査員として、共同機関の案件の審査をすることは問題な

いのか。 

A56 申請者等と同一の大学等の研究機関に所属している本事業の運営に関わる者（計画書の参加

者リストに氏名の記載がある者）と申請者等と同一の大学等の研究機関に所属している産学連

携部門の者については、その申請者の審査に参加できません。例えば、主幹機関の産連部門の

A 先生が審査員の場合、主幹機関の案件の審査からは外れて頂く必要があります。他大学の案

件については、A 先生による審査は可能です。 

 

Q57 年複数回の募集（同じコースの複数回募集も含む）は可能か。 

A57 可能です。本公募プログラムの申請に必要性を含めて内容を記載してください。 

 

Q58 公募要領 P37 に「事業化推進機関は、SU 創出プログラムを通じ、研究代表者や起業支援人

材に助言を行います。また、ステップ２の研究開発課題に共同代表者として参画する際は研究

成果の事業開発に対する責任を有します。」との記載があるが、事業化推進機関の役割は 2 つ

あるということか。 

A58 事業化推進機関は、ステップ 1 の研究開発課題に対しては主に助言等を行い、ステップ 2 の

研究開発課題では、研究開発体制に参画して事業開発をすることを想定しています。ステップ

2 においては原則として、提案段階から事業化推進機関の参画を得て、事業化推進機関のプロ

ジェクトマネジメントのもと、事業化推進機関と研究代表者が一体となって研究開発課題を推
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進して頂く必要がありますが、スタートアップ・エコシステム共創プログラムでは、必ずしも

共同代表である必要はありません。 

 

Q59 公募要領 P29「主幹機関を中心とした意思決定の仕組みを構築すること。なお、意思決定の

仕組みには、PF 外部者の意見が適切に反映されるようにすること。」とあるが、PF 外部者とは

具体的にどういう者か。 

A59 PF に参画する機関に所属せず、PF から独立した立場の方を想定しています。 

 

【本支援による活動等について】 

Q60 ビジョン設定の際に含める項目として「ＳＵの外部資金調達額と、JST からの委託費（直接

経費＋間接経費）の比率」とあるが（公募要領 P22）、外部資金調達額のカウント対象となる

SU はどこまで含まれるのか。また JST からの委託費というのは具体的に何を指しているか。 

A60 SU については、本基金事業で PF が採択した研究開発課題から起業した SU のみが対象とな

ります。JST からの委託費については、本公募プログラムの支援期間全期間での JST からの委

託費の総額（申請時は申請額総額）を指します。 

 

Q61 参画する主幹機関・SU 創出共同機関が整備する規程は具体的にはどういったものを想定して

いるか。（公募要領 P29） 

A61 規程、規約、例規、その他、各機関で合意された文書を整備いただく必要があります。内規や

ガイドライン・ハンドブック等は想定していません。 

 

Q62 参画する主幹機関・SU 創出共同機関が整備する規程について、既に整備済の規程で対象を大

学発等 SU に限らず整備した規程があるが、新たに「大学発等 SU」を対象とする規定を整備

する必要はあるか。（公募要領 P29） 

A62 各参画機関で既に大学発等 SU も対象に含む規程を整備済みであれば、新たに「大学発等 SU」

を対象とする規程を別に整備する必要はありません。ただし、既に規程がある場合でも、本公

募プログラムを推進する上で必要な記載が不足している場合は、追記・改訂をお願いします。 

 

【経費全般】 

Q63 どのように主幹機関、SU 創出共同機関に対し予算配分されるのか。 

A63 年度毎にプログラム推進計画書等を提出いただき、JST において確認、承認した後、計画書に



15 

基づいて、主幹機関・SU 創出共同機関それぞれと JST が個別の契約を締結することによって、

予算を配分します。 

 

Q64 特許関連経費を直接経費（プログラム推進費）から支出することが可能とのことだが、これ

は研究開発課題（スタートアップ創出プログラムに採択された研究者）に限って認められるも

のなのか、それ以外の研究者に広げて適用されるものなのか。 

A64 特許関連経費の直接経費（プログラム推進費）からの支出については、本公募プログラムの研

究開発課題に紐づく研究成果の出願経費に限定されます。研究開発課題に採択されていない、

それ以外の研究者の成果に関連した特許関連経費については認められません。その他要件、支

出可能な範囲については、公募要領 3.3.2（P58∼59）に記載の通りです。間接経費からの支

出については、本公募プログラムで独自に定めている要件等はありません。 

 

Q65 特許関連経費を直接経費（プログラム推進費）から支出できるとあるが、個々の研究開発課

題の研究開発費からは支出できないという理解でよいか。 

A65 特許関連経費は公募要領 P58 の要件を十分にご確認のうえ、原則として、研究開発費ではな

く、プログラム推進費からの支出としてください。ただし、個々の研究開発課題に係る特許調

査費等に関しては、研究開発費から支出できます。 

 

Q66 公募要領 P56 に、「個別の研究開発課題に紐づく経営者候補人材の人件費については原則と

して『研究開発費』からの支出とします」との記載があるが、経営者候補人材の人件費は、各

研究開発課題から支出させる、ということか。 

A66 「個別の研究開発課題に紐づく経営者候補人材の人件費」についてはご認識の通りですが、例

えば個別研究開発課題とのマッチング前の経営者候補人材の人件費については、プログラム推

進費から支出することが可能です。 

 

Q67 学内のインキュベーション施設の改装をプログラム推進費で実施することは可能か。 

A67 公募要領 P29 「○施設・設備の活用」に記載の通り、施設の新設及び既存施設の増改築・改

修・取得等に係る経費（工事費のほか、建設計画に関する調査、設計及び監理等の施設の整備

に必要な経費を含む）等には支出できません。「インキュベーション施設の改装」についても支

出不可となります。本公募プログラムにおける施設・設備に関する経費は、SU 創出プログラ

ムで推進する案件の成果最大化に資する施設・設備の賃料・利用料等のみ支出可能です。 
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Q68 公募要領 P28 において、「視察を目的とした海外出張・派遣は本公募プログラムの支援対象

外」とのことだが、例えば初日と３日目に本公募プログラムに関連した現地の投資機関との打

ち合わせがあり、２日目に大学視察を入れるなどの組み合わせでの出張も、出張費の全てが支

援対象外になるか。 

A68 視察のみを目的とした旅費等は本公募プログラムから支出できません。この例の場合、2 日目

の費用を、別予算と切り分けていただく必要があります。 


